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質問及び回答書 

令和６年７月３１日 

各 位  

福島市水道事業管理者  

清 野  一 浩 

( 公 印 省 略 ) 

 

 「土湯地区水道施設整備事業」への質問を受け付けたことについて、下記のとおり回答いたしま

す。 

記 

１ 

質問 

設計委託契約締結は令和 6年 12月下旬を予定していますが、積雪により測量・地

質・試掘調査等の着手が遅れることに伴い、設計工程も遅れる場合は、設計期間、

工事請負契約締結時期、工事期間を変更して頂けるとの理解でよろしいでしょう

か。 

回答 
やむ得ない事由による設計期間、工事請負契約締結時期、工事期間の変更につい

ては、協議のうえ決定します。 

2 

質問 

設計業務は、要求水準書に示す事業範囲の調査・設計を行いますが、設計・調査

項目や数量に増減が発生しても変更契約の対象外という理解でよろしいでしょう

か？ 

回答 
設計、調査項目や数量に増減が発生した場合は、協議のうえ変更について決定し

ます。 

3 

質問 

第 1 ポンプ所は金剛山配水池に隣接して建設する計画となっています。金剛山配

水池の敷地内に第 1ポンプ所を建設する計画の場合は、敷地境界をご教示下さい。 

用地買収する場合は、金剛山配水池と買収予定の敷地境界をご教示下さい。 

回答 

第 1ポンプ所は金剛山配水池の敷地内で建設する計画です。敷地境界については、

別紙①金剛山配水池築造工事竣工図をご確認ください。なお、隣接する用地を買

収する予定はありません。 

4 

質問 A3判 5枚は図面として添付資料の扱いとすることでよろしいでしょうか？ 

回答 図面等が必要な場合は、A3判 5枚以内で提出願います。 
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5 

質問 

複数企業で JV として応募し、そのうちの１社が建築工事監理のみを実施するこ

ととした場合、別の 1 社が設計企業の資格条件を満足し、かつ建築工事監理企業

は(4)のみを取得していれば応募可能と考えていますが、このような理解で良いで

しょうか。 

回答 募集要項 P15 4.2に記載のとおりです。 

6 

質問 
設計企業においても複数企業の共同として参加する(JV）ことは可能と考えていま

すが、このような理解でよいでしょうか？ 

回答 募集要項 P9 3.2（2）に記載のとおりです。 

7 

質問 
国道横断部推進 1 箇所（未定）とありますが、施工箇所を明示していただくこ

とは可能でしょうか。本事業の工事費として含まれると考えてよいでしょうか。 

回答 別紙②配水管平面図を参照願います。工事費に含まれています。 

8 

質問 
土湯温泉町の既設管（φ100）への接続は、不断水による接続との理解で宜しいで

しょうか。 

回答 既設管との接続は、バルブ操作による断水にて接続を予定しています。 

9 

質問 

「・・・調査の必要性が認められた場合は・・・事前及び事後調査を行う」とあ

ります。 

家屋調査業務の費用は見積上限価格に含まれているでしょうか。 

含まれていない場合、実際の建設工事に伴い必要性が認められた場合には、設計

（金額）変更の対象になるとの理解で宜しいでしょうか。 

回答 
家屋調査業務の費用は含まれていません。必要性について設計業務時に提案いた

だき、協議のうえ決定します。 

10 

質問 

「提案からの抜粋で行うこと（新規データは不可）」とありますが、提案内容は変

えることなく、プレゼンテーション用として、パワーポイントのデータに提案書

の記載内容をまとめ直すことは認められる（提案書の切り貼りしか認められない

ということではない）との理解で宜しいでしょうか。 

回答 募集要項 P13 3.4（6）に記載のとおりです。 
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11 

質問 

応募グループの参加人数ですが、工種が広いため（管路、土建、機械、電気）質

問に幅広く答えるために、参加人数を協議の上、増員していただくことは可能で

しょうか。 

回答 募集要項 P13 3.4（6）に記載のとおりです。 

12 

質問 
建築配置技術者の資格ですが、1級、2級建築士、1級施工管理技士も可能と考え

てよろしいでしょうか。 

回答 2級建築施工管理技士以上の資格を有していれば可とします。 

13 

質問 
協力企業にて建築技術者を配置する場合、施工時期の状況によって届出時の技術

者を変更してもよいでしょうか。（資格保持者は配置します。） 

回答 他の事情により正当な理由における変更は可能です。 

14 

質問 

「軽微な書類不備等の場合は・・・技術評価に反映することもある。」とは、失格

にはならないまでも、場合によっては技術評価点が減点されることもあるという

ことでしょうか。 

回答 募集要項 P20 6.2に記載のとおりです。 

15 

質問 
ポンプ所建設用地の調査によって、地盤改良工事が必要となった場合、本事業の

対象工事となるのでしょうか。 

回答 設計業務で地盤改良が必要となった場合は、本事業の対象とします。 

16 

質問 
水管橋工事の橋台において、地盤改良工事が必要となった場合、本事業の対象工

事となるのでしょうか。 

回答 設計業務で地盤改良が必要となった場合は、本事業の対象とします。 

17 

質問 
工事期間について、設計の完了状況に応じて工区を分割して着工することは可能

でしょうか。また、分割する場合の区間においてルールはあるのでしょうか。 

回答 
募集要項 P24 8.2（1）に記載のとおりです。工区割については、設計業務内で協

議のうえ決定します。 
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18 

質問 家屋調査の範囲、箇所を明示していただくことは可能でしょうか。 

回答 
家屋調査の範囲、箇所の必要箇所は決定していないため、必要性について設計業

務時に提案いただき、協議のうえ決定します。 

19 

質問 
第 2、3ポンプ所、配水池の位置は確定しているのでしょうか。確定している場合

は、明示していただくことは可能でしょうか。 

回答 現在、用地交渉中であり確定していないため、明示することは出来ません。 

20 

質問 土湯温泉街の道路ですが、市道となっていますが、県道ではないでしょうか。 

回答 
本事業のルートにおける土湯温泉町の道路種別は、市道及び県道です。国道 115

号から土湯温泉街へ向かう道路は県道です。 

21 

質問 第 1ポンプ所の工事にあたって、既存施設の停電が可能かご教示ください。 

回答 
既存施設の停電は可能ですが、停電時間を極力短縮に努めた工事方法をご提案く

ださい。 

22 

質問 

「金剛山配水池敷地内の流量計室内の流出管（バイパス管 φ350）からφ100 の

分岐を行う。分岐に関してはバルブ操作による接続とする。」とありますが、接続・

分岐にあたっては、断水して接続が可能でしょうか。 

断水できる場合は、断水（金剛山配水池を停止できる）可能な時間をご教示下さ

い。 

分岐箇所の既存流出管にバルブが無く、止水して接続・分岐ができない場合、断

水可能であれば配水池の運用を停止し、配水池から排水した状態で接続する方法

が考えられます。 

回答 
既設管との接続は、バルブ操作による断水にて接続を予定してます。断水におい

ては、断水時間を極力短縮に努めた工事方法をご提案ください。 

23 

質問 
年度毎の出来高精算額について、必ず必要な年度精算額（消化高）は、あるので

しょうか。 

回答 年度限度額を設定してます。詳細は、契約協議等で決定します。 
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24 

質問 

令和 10 年 3 月 31 日まで ※ただし、詳細設計業務は令和 8 年 3 月 31 日までに

完了すること。」 

工事の完了期間は当然厳守する上で、部分的に設計業務を完了させ、一部の設計

業務については、令和 8 年 3 月 31 日以降になることを認めていただくことは可

能でしょうか。 

回答 やむ得ない事由による委託期間の変更については、協議のうえ決定します。 

25 

質問 
設計業務完了から工事契約までの期間で、契約業務に大幅な遅延が発生した場合

は、工期延長の対象となるのでしょうか。 

回答 やむ得ない事由による工事期間の変更については、協議のうえ決定します。 

26 

質問 

「・・・設計時点において最新版を用いるものとし・・・改定内容への対応等に

ついて協議を行うものとする」とありますが、協議結果に従った対応により、提

案金額に含んでいなかった追加の検討業務が発生した場合には、契約金額変更の

対象になるとの理解で宜しいでしょうか。 

回答 設計業務内で、協議のうえ決定します。 

27 

質問 
次亜注入設備（貯留タンク、注入ポンプ）の必要容量を算出するため、次亜注入

率（●mg/L）の最大・平均・最小値をご教示ください。 

回答 設計業務において、提案願います。 

28 

質問 

「・・・工事時点において最新の版を用いるものとし・・・改定内容への対応等

について協議を行うものとする」とありますが、協議結果に従った対応により、

工事費の増加や工期の延長等が生じた場合には、契約変更（金額や工期の変更等）

の対象になるとの理解で宜しいでしょうか。 

回答 設計業務内で、協議のうえ決定します。 

29 

質問 

事業で発生する残土（ポンプ場・配水所建設敷地造成、水道管布設に伴う残土）

は、基本設計では処分するものと考えてよいでしょうか。市にて残土置場を想定

している場合は、明示していただけますでしょうか。 

回答 

事業で発生する残土は、基本設計では処分する考えです。発生した残土及び処分

地は、500㎥を超えた場合はストックヤード運営事業者（伊達市伏黒字西本場 27-

3）となります。また、500㎥未満の場合は適正な場所を選定願います。 
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30 

質問 

路面復旧（本復旧）について質問します。国道部は周辺のヒアリングにより、オ

ーバーレイにより補修がされていると聞いています。舗装厚が場所によって大き

く変化している可能性があります。他工事において道路管理者から設計の舗装構

成ではなく、現地の舗装構成厚（出来形）に合わせるような対応がありました。

本事業でも道路管理者から同様の指示があった場合は、工事完了後の出来形によ

る設計変更をしていただけると考えてよいでしょうか。 

回答 
設計業務内で試験掘を想定していますので、舗装厚を確認し道路管理者と協議を

行い、決定した内容を設計に反映することになります。 

31 

質問 
中央監視設備の改造について、事業期間中作業ができない期間などはございます

でしょうか。 

回答 関係各課と協議のうえ決定します。 

32 

質問 駐車を想定している維持管理用車両の車種及び台数をご教示願います。 

回答 設計業務において、提案願います。 

33 

質問 

「・・・追加資料の配布は認めない」とありますが、プレゼンテーション用パワ

ーポイントデータの印刷物を配布することは認められるとの理解で宜しいでしょ

うか。 

回答 可とします。 

34 

質問 

募集要項では代表企業の要件として「・・・二級建築施工管理技士の資格を有す

る者を担当技術者として配置できること。なお、協力企業が当該資格を有する者

を配置することも可とする」とあります。 

協力企業が当該資格を有する者を配置する場合、応募資格審査に関する提出書類

では協力企業の配置予定技術者及び所有資格を記載する様式がないため、これら

の記載は不要との理解で宜しいでしょうか。 

回答 
協力企業の配置予定技術者及び所有資格を記載する様式は、様式Ⅰ－５－２を準

用して提出願います。 
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35 

質問 

募集要項では建設企業に監理技術者（土木一式工事又は水道施設工事）の資格を

有する者の配置が求められていますが、応募資格審査に関する提出書類では建設

企業の配置予定技術者及び所有資格を記載する様式がないため、これらの記載は

不要との理解で宜しいでしょうか。 

回答 
建設企業の配置予定技術者及び所有資格を記載する様式については、様式Ⅰ－５

－２を準用して提出願います。 

36 

質問 

備考１に「募集要項に示された水道用ダクタイル鋳鉄管の布設工事に関する代表

的な実績を記載すること」とありますが、募集要項で建設企業に求められている

のは「土木一式工事、水道施設工事のいずれかの元請け完工実績」となっていま

す。 

記載する実績は水道用ダクタイル鋳鉄管の布設工事でなくても、土木一式工事、

水道施設工事のいずれかの実績で構わないでしょうか。 

回答 

代表企業と建設企業が同じ場合は、備考 1 の水道用ダクタイル鋳鉄管の布設工事

に関する代表的な実績を記載願います。また、建設企業における記載する実績は、

土木一式工事、水道施設工事のいずれかの実績で構いません。 

37 

質問 
本条における違約金の計算の基準となる本事業に係る金額とは業務委託契約と工

事請負契約のそれぞれの金額を指すのか、合計額を指すのかどちらでしょうか。 

回答 
基本協定書第１条(2)イに記載のとおり、業務委託契約と工事請負契約の合計額を

指します。 

38 

質問 
業務の成果物の出来高がある場合においてどのようにその残存価値の評価額を算

定するのでしょうか。算定方法をご教示ください。 

回答 算定方法は設けてなく、協議により決定します。 

39 

質問 
本条における支払遅延防止法とは「下請代金支払遅延等防止法」ではなく「政府

契約の支払遅延防止等に関する法律」を指すという認識でよろしいでしょうか。 

回答 政府契約の支払遅延防止等に関する法律を指します。 

40 

質問 

本項において「当該返還金を当該期限まで に返還しなかったときは、受注者は、

発注者に対して同条第１０項の規定の例により遅延利息を支払わなければならな

い。」とありますが、参照先は第 36条第 11項ではないでしょうか。 

回答 参照先は第 35条第 11項となります。なお、契約時までに約款の訂正を行います。 

※質問内容は、質問書どおりに記載しております。 

以上 






